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○ 入間市上下水道審議会について                 

入間市では、水道事業及び下水道事業の合理的な管理運営及び事業の適正化を

図るため、入間市上下水道審議会を設置しています。知識経験者、上下水道使用

者合計１５名の委員により構成されています。 

 委 員 任 期   ２年間（令和３年１０月１日～令和５年９月３０日） 

 身分・報酬等   地方公務員法に定める非常勤の特別職公務員 

          報酬（日額７，０００円）及び費用弁償（１日１，０００

円）指定口座に振り込み 

 審議会開催回数   原則として平日２時間程度、年２回程度の開催 

 審議会の内容   ９月～１０月 

前年度決算報告及び「入間市新水道ビジョン」「入間市

下水道事業中長期経営計画」における進捗・評価 

          ３月中～下旬 

翌年度予算概要報告 

 開 催 通 知   審議会開催日の概ね１カ月前に送付します。 

 会 議 資 料   審議会開催日の１週間～１０日前に送付します。 

 会 議 の 公 開   原則として公開です。 

 会 議 録   要点筆記。審議会開催後、概ね１カ月後に送付します。 

          また、入間市公式ホームページに掲載します。 


